
利
率︵
年
利
︶

◦
設
備
・
運
転
・
零
細
企
業
向
け
資
金

・
1
年
以
内
…
2
・
7
％

・
1
年
を
超
え
3
年
以
内
…
3
・
0
％

・
3
年
を
超
え
5
年
以
内
…
3
・
1
％

・
5
年
を
超
え
10
年
以
内
…
3
・
3
％

◦
季
節
資
金

・
6
カ
月
以
内
…
2
・
6
％

利
子
補
給
率
＝
年
2
・
5
％

※
く
わ
し
く
は
商
工
課︵
☎
20
︲
1 

6 

2 

2
︶へ
。

住
民
票
、
印
鑑
登
録
証
明
書
が

取
得
で
き
ま
す

自
動
交
付
機

　

市
民
課
前
な
ど
に
設
置
し
て
あ
る
自

動
交
付
機
で
、
住
民
票
や
印
鑑
登
録
証

明
書
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

自
動
交
付
機
を
利
用
す
る
に
は
、
暗

証
番
号
が
登
録
さ
れ
た
専
用
カ
ー
ド
が

必
要
で
す
。
カ
ー
ド
に
は
、
印
鑑
登
録

証
明
書
と
住
民
票
が
取
得
で
き
る「
印

鑑
登
録
証
・
な
り
た
市
民
カ
ー
ド
」と
、

住
民
票
の
み
が
取
得
で
き
る「
な
り
た

市
民
カ
ー
ド
」の
2
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　

カ
ー
ド
交
付
申
請
の
際
に
は
、
4
け

た
の
暗
証
番
号
の
登
録
が
必
要
に
な
り

ま
す
の
で
、
必
ず
本
人
が
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

必
要
な
も
の
＝
印
鑑
登
録
証（
す
で
に

印
鑑
登
録
し
て
い
る
人
）、
印
鑑（
新

規
で
印
鑑
登
録
す
る
人
は
登
録
す

る
印
鑑
）、
官
公
署
発
行
の
顔
写
真

付
き
身
分
証
明
書

受
付
場
所
＝
市
民
課（
赤
坂
・
遠
山
分

室
を
除
く
）、
下
総
・
大
栄
支
所
市

民
福
祉
課

　

身
分
証
明
書
が
な
い
場
合
は
、
後
日
、

申
請
人
の
意
思
確
認
の
た
め
の「
照
会

書
」を
自
宅
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、「
回
答

書
」欄
に
押
印
し
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
申
請
窓
口
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

身
分
証
明
書
が
な
い
人
で
も
、
成
田

市
に
印
鑑
登
録
し
て
い
る
人
を
保
証
人

と
し
て
申
請
し
た
場
合
は
、
即
日
交
付

が
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
際
、
保
証
人

の
登
録
印
の
押
印
と
登
録
番
号
の
記
入

さ
れ
た
保
証
書
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※
自
動
交
付
機
で
使
用
で
き
る
の
は
、

千
円
札
・
10
円
以
上
の
硬
貨
で

す
。
く
わ
し
く
は
市
民
課︵
☎
20
︲

1
5
2
5
︶、
下
総
支
所
市
民
福
祉

課︵
☎
96
︲
1
1
1
3
︶、
大
栄
支

所
市
民
福
祉
課︵
☎
73
︲
8
0
6
6
︶

へ
。

補
助
対
象
＝
平
成
20
年
1
月
1
日
〜
12

月
31
日
に
中
小
企
業
退
職
金
共
済

掛
金
を
支
払
っ
た
事
業
主

補
助
率
＝
共
済
制
度
に
加
入
し
て
い

る
期
間
が
12
カ
月
ま
で
は
掛
金
の

20
％
、
13
カ
月
〜
60
カ
月
は
掛
金

の
10
％

限
度
額
＝
年
額
1�

2
、0
0
0
円（
従
業

員
1
人
当
た
り
）

申
請
方
法
＝
1
月
30
日（
金
）ま
で
に
、

所
定
の
申
請
書
・
支
払
明
細
書
な

ど
を
商
工
課（
市
役
所
4
階
）へ

※
く
わ
し
く
は
同
課︵
☎
20
︲
1 

6 

2 

2
︶へ
。

　

市
で
は
、
市
民
に
開
か
れ
た
市
政
を

実
現
す
る
た
め
、
年
6
回「
成
田
市
ま

ち
づ
く
り
茶さ

論ろ
ん

」を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

2
月
19
日（
木
）に
予
定
し
て
い
た
第

6
回
に
つ
い
て
、
次
の
通
り
日
程
を
変

更
し
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

期
日
＝
2
月
12
日（
木
）

テ
ー
マ
＝「
子
育
て
に
お
け
る
学
校
、

家
庭
、
地
域
の
役
割
」

※
参
加
を
希
望
す
る
グ
ル
ー
プ
・
団
体

は
1
月
13
日︵
火
︶ま
で
に
市
民
支

援
課︵
☎
20
︲
1
5
0
7
︶へ
。

対
象
＝
市
内
で
1
年
以
上
同
一
事
業
を

営
む
中
小
企
業
の
経
営
者

資
金
の
種
類
と
限
度
額

◦
設
備
資
金
…
3
、
0
0
0
万
円

◦
運
転
資
金
…
1
、
5
0
0
万
円

◦
零
細
企
業
向
け
資
金（
運
転
・
設
備
）

…
7
5
0
万
円

◦
季
節
資
金
…
3
0
0
万
円

運
転
資
金
や

設
備
資
金
な
ど
に

中
小
企
業
資
金
融
資
制
度

自動交付機の設置場所と稼働時間

加
入
事
業
主
に

補
助
金

中
小
企
業
退
職
金
共
済

開
催
日
を

変
更
し
ま
す

成
田
市
ま
ち
づ
く
り
茶
論

設置場所 稼働時間 休止日

市民課前
午前8時30分～
午後5時

土・日曜日（第2・4日曜
日を除く）、祝日、年末年
始（12月29日～1月3日）

三里塚コミュニ
ティセンター
（☎40-4880） 午前9時～

午後5時
休館日（くわしくは各施設
に問い合わせてください）

中央公民館
（☎27-5911）

作業日 予定地区 予定時間
1月13日（火） 並木町（成瀬台・野沢台）地区 午後11時

～

翌午前5時
1月14日（水） 並木町（大久保台）地区

1月15日（木） 飯田町・飯仲地区

※くわしくは市水道部工務課（☎22-0269）へ。

　市水道部では水質維持のため、次の通り水道水の排水作業を行います。
　予定地区では、一時的に減水・濁りなどが発生することもありますので、ご了承く
ださい。受水槽を使用している場合は、万一に備え適切な措置をお願いします。

1月の水道水の排水作業
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雪
が
や
ん
だ
ら
、
自
宅
前
の
除
雪
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
道
路
維
持
課︵
☎
20
︲

1
5
5
1
︶へ
。

　

市
で
は
、
い
ず
み
清
掃
工
場
に
替
わ

る
新
清
掃
工
場
の
建
設
に
、
富
里
市
と

の
共
同
事
業
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

　
「（
仮
称
）成
田
市
・
富
里
市
新
清
掃

工
場
整
備
事
業
」に
係
る
環
境
影
響
評

価
準
備
書
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
住
民

意
見
に
つ
い
て
の
見
解
書
を
、
次
の
通

り
縦
覧
し
ま
す
。

縦
覧
期
間
＝
1
月
16
日（
金
）〜
30
日

（
金
）（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）�

午
前

9
時
〜
午
後
5
時

縦
覧
場
所
＝
市
環
境
計
画
課（
市
役
所

2
階
）、
県
環
境
政
策
課（
県
庁
本

庁
舎
3
階
）

※
く
わ
し
く
は
市
環
境
計
画
課︵
☎
20
︲

1
5
3
3
︶ま
た
は
県
環
境
政
策
課

︵
☎
0
4
3
︲
2
2
3
︲
4
1
3
5
︶

へ
。

　

欠
員
と
な
っ
て
い
た
地
区
の
民
生
委

員
・
児
童
委
員
が
、
12
月
1
日
付
け
で

委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

担
当
地
区
＝
水
の
上
、
新
田
・
に
っ
ぽ

り
団
地

氏
名
＝
鈴
木
惠
子

電
話
番
号
＝
73
‐
5
9
2
3

※
く
わ
し
く
は
社
会
福
祉
課︵
☎
20
︲

1
5
3
6
︶へ
。

　

雪
道
で
は
歩
行
者
の
転
倒
、
車
両
の

ス
リ
ッ
プ
事
故
が
心
配
さ
れ
ま
す
。　

　

降
雪
の
場
合
、
市
で
は
、
バ
ス
通
り

な
ど
の
幹
線
道
路
と
通
学
路
か
ら
除
雪

作
業
を
し
ま
す
の
で
、
集
落
や
住
宅
地

内
の
除
雪
に
は
時
間
を
要
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
が

決
ま
り
ま
し
た

水
の
上
、
新
田
・
に
っ
ぽ
り
団
地

環
境
影
響
評
価
見
解
書
を

縦
覧
し
ま
す

新
清
掃
工
場
整
備
事
業

も
う
す
ぐ
雪
の
季
節

自
宅
前
の
除
雪
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

（12月1日～15日）

市 長 日 誌

1日 全日本小学生相撲優勝大会出場報告
2日 市議会一般質問（～4日）
4日 観光宣伝キャンペーン出発セレモニー
5日 迎春対策全体会議
 市議会経済環境常任委員会
6日 成田山菊花会表彰式
7日 印旛郡市駅伝競走大会
 子ども会まつり
8日 市議会新清掃工場整備特別委員会
  西中学校陸上競技部（女子駅伝

チーム）全国大会出場報告
  市議会新駅・基幹交通網整備促進

特別委員会
9日 市議会空港対策特別委員会
  冬の交通安全運動・防犯街頭キャ

ンペーン
10日 市議会教育民生常任委員会
11日 市議会建設水道常任委員会
12日 生涯大学院学園祭
 市議会総務常任委員会
15日 空港周辺道路美化活動

全日本小学生相撲優勝大会出場者
を激励する小泉市長

　生ごみを減量する器具（コンポスト容器、生ごみ処理容器、機械式生ごみ処理機）を購入する世帯に、下表の通り
補助金を交付しています。購入後の申請は受け付けできませんので、必ず事前にクリーン推進課、下総・大栄支所
農産土木課で手続きをしてください。
※くわしくはクリーン推進課（☎20-1530）へ。

補助の要件

①世帯主であること
②市税を滞納していないこと
③ コンポスト容器を設置できる敷地を有すること（コンポスト容器の補助金を受ける場
合に限ります）

補助金額
購入額の1／ 2に相当する額（100円未満の端数切り捨て）とし、コンポスト容器5,000
円、生ごみ処理容器1,500円、機械式生ごみ処理機50,000円を上限とします（成田空港
騒音地域については、50％増し）。

補助基数
コンポスト容器・生ごみ処理容器は、1世帯当たり2基まで、機械式生ごみ処理機は、1
世帯当たり1基まで。

コンポスト容器および生ごみ処
理容器の再補助対象資格

前回の申請から5年以上を経過していれば、再補助の対象となります（2年経過し、破損
などにより使用不能になった場合はこの限りでありません）。

機械式生ごみ処理機の再補
助対象資格

前回の申請から5年以上を経過し、故障などにより使用不能な場合は、再補助の対象と
なります。

家庭での取り組みに補助金ごみ減量器具
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